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Ⅰ.ＩＲポイント割引制度とは？ 

名証の立会外取引での取引量に応じて、 

名証のＩＲ支援イベント参加料を割引する制度です。 

1回のＩＲ支援イベントにつき、最高参加料の５０％まで割引いたします。 

 

※自社の名証での取引量が多ければ多いほどＩＲイベントの参加料が安くなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
例えば・・・） 立会外取引の売買代金が１０億円のケース 

 
自社の名証立

会外取引での

売買代金 

 ＩＲポイント  ＩＲイベント参加料 

１０億円 

 
１０億円÷5,000 円＝ 

２０万ポイント
 

 
 

２０万円

まで割引
全ポイントを

行使した場合

自社の 

名証立会外取引

での売買代金 
ＩＲポイント 

 

５，０００円 

イ
ベ
ン
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へ
参
加
決
定 

ポ
イ
ン
ト
行
使
申
請 

（
イ
ベ
ン
ト
参
加
時
） 

イ
ベ
ン
ト
参
加
料
か
ら 

割
引 

残
ポ
イ
ン
ト
確
認 

※１０ポイント未満切捨て 

※1ポイントが1円となります 

※各ＩＲ支援イベント参加料の５０％まで割引いたします。 

 

【
ポ
イ
ン
ト
行
使
の
流
れ
】 

※ただし、各イ

ベント参加料

の５０％まで 
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Ⅱ．サービス内容  
 
１．ポイントの累積 

 
● ポイント対象 

 
① 自社の名証の立会外取引(※)における売買 

（株券のみ）が対象となります。 
 

② 新規上場 

 

 

 

● ポイント算出 

 
① 名証の立会外取引における売買代金を５，０００円で除して算出します。 

※１０ポイント未満切捨て 

 

例）立会外取引で売買代金１０億円約定した場合 

→ １０億円÷5,000 円＝２０万ポイント 

 

 

② 新規上場については、２０万ポイントを付与します。 

 

 

● ポイント累積と有効期間 

 
ポイントは、暦年（１月～１２月）毎に累積され、翌年１年間有効となります。 

なお、有効期間終了後のポイントは自動的に消滅します。 

 

 
 

X年 
１月～１２月 

（X＋１）年 
１月～１２月 

（X＋２）年 
１月～１２月 

   

ポイント累積  ポイント有効期間  

   

 ポイント累積 ポイント有効期間 

   

※立会外取引の種類 

・事前公表型の自己株式取得

 （N-NET２、N-NET３）

・相対交渉取引 

・終値取引 

・立会外分売 
 
※過誤訂正のための売買取引を除く
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２．ポイントの行使 
 
 

 

 

 

 

 

 

３．割引金額 
 

1ポイントにつき、１円の減額。 

ただし、各ＩＲ支援イベント参加料の５０％まで。 

 

例）２０万ポイントならば２０万円分が、ＩＲ支援イベント参加料から割引されます。 

 

※ポイントを IR 支援イベントのキャンセル料として使用することはできません。 
 
 
 
４．残ポイントの確認方法 

 
事前にご登録いただいた各企業の「ＩＲ担当責任者」に対し、１年に１回（1月上旬）

に取引所からポイントをお知らせします。 

また、随時、弊社にお問い合わせいただければ、その時点でのポイント数をお知らせし

ます。 

 

 

 
５．対象イベント 
 

① 名証ＩＲエキスポ 

② 株式投資サマーセミナー 

③ 株式投資ウインターセミナー 

④ 企業研究セミナー in 名古屋 

⑤ 企業研究セミナー in 東京 

⑥ 名証 IR セミナー in 東京 

⑦ 名証上場企業 WEEK in TOKYO 

 

※ 各イベントは、出展企業数に限りがありますので、希望しても出展できない

場合もございます。 

ポイントは、各ＩＲ支援イベント参加時に弊社発行の「ポ

イント行使申請書」用紙をご提出いただくことにより行使で

きます。 

 ポイント行使申請書 
○○株式会社 
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６．その他 
 
■免責事項 

 

諸般の事情・都合により、当サービスを変更・中止する場合もあります。この場合

は、事前にご連絡いたします。 

 

 

■お問い合わせ 

 

名古屋証券取引所 営業推進グループ プロモーションチーム 

ＴＥＬ：052-262-3175 


